
 

提供依頼書 

年  月  日 

 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 66 条の規定に基づき実施した健康診断結果

に関し、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）第 27 条第 4 項及び同

法第 7 条第 1 項に規定する医療保険各法の規定（以下「高確法等の規定」という。）に基づ

く全国健康保険協会富山支部（以下「富山支部」という。）への提供について、下記のとお

り委託します。 

１ 健診実施機関は富山支部に対して、労働安全衛生法第 66 条の規定に基づき実施した健

康診断結果のうち、受診年度において富山支部の被保険者資格を有する者の特定健康診

査項目及び被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって富山支部

が必要と認める情報（以下「事業主健診情報」という。）を提出すること。その際、富山

支部が指定する形式で事業者健診情報を提供すること。 

２ １による提出を行う前に、健診実施機関は当事業所に対して、本書に基づき提出する旨

の連絡をすること。 

３ １の提出を行う際に、健診実施機関は富山支部に対して、高確法等の規定に基づき、当

事業所の委託を受けて事業主健診情報を提供することを伝えること。 

４ 本書については、次年度以降も効力を有すること。本書に基づく依頼を解除する際は別

途連絡をすること。 

 

事

業

所

情

報 

健康保険記号  

事業所名  

事業主名  

所在地 
〒 

 

電話番号  

担当者名  

 

受診健診機関名 

（複数記入可） 
    

健診実施月/受診者数       月/    人       月/     人 

 

健診実施機関が 3 機関以上ある場合はお手数ですが、提供依頼書を複数枚ご提出ください。 



【契約機関一覧】 

 下記に掲載されている健診機関は、健診結果データの提供について既に契約を取り交

わしている健診機関です。下記健診機関で、定期健康診断を受診している場合は、当提

供依頼書を協会けんぽへご提出いただくだけで、定期健康診断の結果データは、健診機

関から直接協会けんぽへ提供されます。 

健診機関名（25機関） （令和 8 年 4 月 1 日現在） 

富山赤十字病院 医療法人社団 城南会 

富山県済生会富山病院 光ヶ丘病院 

富山県健康増進センター 北陸予防医学協会 高岡総合健診センター 

富山市医師会健康管理センター 真生会富山病院 

北陸予防医学協会 (富山市西二俣) 金沢医科大学 氷見市民病院 

北陸予防医学協会 とやま健診プラザ 北陸中央病院 

不二越病院 恵寿総合病院（石川県七尾市） 

友愛健康医学センター 池田病院未病医学センター（石川県野々市市） 

富山医療生活協同組合 富山協立病院 石川県予防医学協会（石川県金沢市） 

富山医療生活協同組合 水橋診療所 新潟県労働衛生医学協会（新潟県新潟市） 

富山医療生活協同組合 富山診療所 上越地域総合健康管理センター（新潟県上越市） 

髙重記念クリニック 福井県予防医学協会（福井県福井市） 

高岡ふしき病院 

※上記の 25機関以外の健診機関で定期健康診断を受診されている場合は、お手数です

が、健診結果のコピーと特定健診質問票兼同意書を送付してください。 

詳しくは、協会けんぽ富山支部保健グループ【℡:076-431-6155（代表）】までお問

い合わせください。 

提供対象項目                            参考 

（１）基本項目 

健診実施日や健診機関コードなどの情報、健康保険証の記号・番号や氏名（カ

ナ）など、協会けんぽの加入者であることを特定できる情報 

（２）健診項目 

身長、体重、ＢＭＩ、腹囲、血圧、脂質（空腹時中性脂肪又は随時中性脂肪、

HDLコレステロール、LDLコレステロール又は non-HDLコレステロール）、空腹時

血糖又は HA1c 又は随時血糖（食事開始時から 3.5 時間未満を除く）、肝機能

（AST(GOT)、ALT(GPT)、γ－GT（γ-GTP））、尿検査（尿糖、尿たんぱく）、自覚症

状、他覚症状、医師の診断（判定）、健診を実施した医師の氏名 

（３）問診票 

服薬歴、喫煙歴、既往歴 

 


